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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針 

発令  ：平成29年3月31日号外厚生労働省告示第116号 

最終改正：令和7年3月31日号外こども家庭庁・厚生労働省告示第4号 

改正内容：令和7年3月31日号外こども家庭庁・厚生労働省告示第4号[令和７年３月31日] 

 

 

～（抜粋）～ 

 

第三 計画の作成に関する事項 

一 計画の作成に関する基本的事項 

 

２ 計画の作成のための体制の整備 

障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求めて意見

の集約の場を設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②市町村、

都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要である。 

(一) 作成委員会等の開催 

障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービス

を利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育、医療等の幅

広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い分野の関係者

から構成される障害福祉計画等作成委員会（以下「作成委員会」という。）等意見集約の

場を設けることが考えられる。この場合において、障害者総合支援法第八十八条第九項及

び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三十三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第

六項においては、協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければなら

ないとされていることから、協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援

法第八十八条第十項及び第八十九条第九項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び

第三十三条の二十二第七項においては、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第

三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かなけ

ればならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。 
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